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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人繊維

評価技術協議会（JTETC）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。これによって，JIS L 1902:2008 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果 

Textiles- 

Determination of antibacterial activity and efficacy of textile products 

 

序文 

この規格は，2013 年に第 2 版として発行された ISO 20743 を基とし，我が国の技術動向を踏まえて，技

術的内容を一部変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。また，試験例を附属書 E に参考として記載した。 

なお，附属書 JA は対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，不織布を含む全ての抗菌性繊維製品の抗菌活性を評価する定量試験方法及び定性試験方法

並びに抗菌効果について規定する。 

この規格は，布はく（帛），詰めもの，糸，衣服素材，寝具，家具用繊維及び雑品を含む全ての繊維製品

に適用する。抗菌剤の種類は，有機，無機，天然又は合成を問わず，また，加工方法も，練り込み，後加

工又はグラフト処理の種類を問わず適用する。 

抗菌性試験方法は，抗菌加工方法，繊維製品の使用環境及び繊維製品の表面特性を考慮し，次の四つの

試験方法の中から最も適切な方法を選択する。 

a) 菌液吸収法 試験接種菌液を直接試験片上に接種する定量試験方法。 

b) トランスファー法 試験菌を寒天平板上に塗布し，試験片に転写する定量試験方法。 

c) 菌転写法 試験菌をメンブランフィルタ上に配置し，試験片に菌転写する定量試験方法。 

d) ハロー法 ハローの有無によって評価する定性試験方法。 

また，生菌数の測定方法として，混釈平板培養法及び発光測定法を規定する。 

なお，光触媒加工を施した繊維製品の抗菌性試験方法は，JIS R 1702 に規定されたガラス密着法によっ

て行う。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 20743:2013，Textiles－Determination of antibacterial activity of textile products（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 


